様式第2号(第12条関係)
令和　　年　　月　　日
　鳥取県知事　平井　伸治　　様
住所　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名)　　
令和８年度鳥取県文化芸術活動支援補助金変更（中止）承認申請書
　　　　年　月　日第　　　　　　　　　　号による交付決定に係る事業について、下記のとおり変更（中止）したいので、鳥取県補助金等交付規則第12条第3項の規定により申請します。
記
	補助金等の名称
	　令和８年度鳥取県文化芸術活動支援補助金

	交付決定額
	　金　　　　　　円

	変更(中止)後の額
	　金　　　　　　円

	差引
	　金　　　　　　　円

	変更(中止)の時期
	　令和　　年　　月

	変更(中止)の理由
	　

	添付書類
	　1　変更(中止)後の事業計画書

　2　変更(中止)後の収支予算書(に準ずる書類)


様式第１号の２（第４条及び第８条関係：とっとり文化の先人顕彰事業に係るもの）
　　　　令和８年度鳥取県文化芸術活動支援補助金補助事業実施計画書（変更（中止）後）
	１．事業区分
	（該当する区分に☑をしてください。）
□顕彰事業立ち上げ支援事業　　　　□全国発信事業

	２．事業の名称
	

	３．事業の目的
	

	４．実施時期
	

	５．実施場所
	（会場名・ホール名）
（所在地）

	６．事業内容
	

	７．実施体制
	□　交付要綱別表２第２欄に定める基準に抵触していません。

	８．
広報
	自ら行うもの

（注３）
	

	
	他で取り上げてもらうもの
	

	　※全国発信事業のみ記載
９．事業により見込まれる
全国的な波及効果
	

	１０．参加（予定）者数
	人　　　　　　
　　　　　　　

	１１．事業効果
（実績
報告時
記載）
	参加者の声

（注４）
	

	
	成果及び課題（注５）
	

	１２．共催
	

	１３．後援
	

	１４．協賛等
	

	１５．他の補助金の活用の
有無
	〔　有　・　無　〕（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。

	１６．消費税の取り扱い
	〔一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が５％を超えている公益法人等・地方公共団体・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者〕


（注１）申請時には、別紙様式（申請者活動状況調・顕彰対象者調書）を添付すること。

（注２）申請時には、過去に実施した同種事業（直近３回）の事業内容及び収支決算の状況がわかる資料を添付すること。

（注３）自らが行う広報については、本補助金を財源として実施していることを明記すること。

（注４）当日、アンケート等で参加者の声を聴き、実績報告時に記載すること。

（注５）成果及び課題の欄には、事業を振り返り、今後の活動に反映すべきこと等を具体的に記載すること。（事業実績を鳥取県のホームページ上で公開する予定。）

（注６）実績報告には、実施状況を示す写真、ポスター、チラシ、プログラム、広告掲載の写し、新聞記事等を添付すること。
担当者連絡先
	住  所
	〒


	団体名
	
	担当者名
	

	連絡先
	電話： 　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ：
E-mail：


様式第２号の２（第４条及び第８条関係：とっとり文化の先人顕彰事業に係るもの）
　　　　令和８年度鳥取県文化芸術活動支援補助金・収支予算書（変更（中止）後）
１　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区　分
	本年度予算額

（A）
	変更（中止）後の額

（B）
	差引増減額

（B－A）
	備　考

	本補助金
	
	
	
	

	入場料
	
	
	
	

	企業協賛
	
	
	
	

	民間助成金
	
	
	
	

	自己資金
	
	
	
	

	市町村補助金
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）市町村補助金の額の確認は、当該市町村助成額（確定額）がわかる書類により行う。
２　支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区　分
	本年度予算額

（A）
	変更（中止）後の額

（B）
	差引増減額

（B－A）
	備　考

	補助対象経費
	会場使用料
	
	
	
	

	
	講師等謝金
	
	
	
	

	
	交通費
	
	
	
	

	
	印刷費
	
	
	
	

	
	消耗品費
	
	
	
	

	
	役務費
	
	
	
	

	
	通信運搬費
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小　計
	
	
	
	

	補助対象外経費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小　計
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


（注１）対象事業の全体が明らかになるよう、備考欄にその内訳を記入するとともに、補助対象外経費についても記入すること。なお、決算書の補助対象経費については、内訳のわかる領収書等証拠書類を添付すること。

（注２）会場使用料は、リハーサル及び当日分のみ補助対象経費とする。

（注３）印刷費は、プログラム、ポスター、チラシ及び入場券等の印刷に要する経費（チラシ等の発送料も含める。）を補助対象経費とする。
（注４）広告宣伝費は、新聞・雑誌等広告掲載、テレビ・ラジオ等放送、ダイレクトメール（発送料も含める。）及び看板製作等による事業周知に要する経費（新聞折込は除く。）を補助対象経費とする。

（注６）輸送料は、輸送に係る損害保険料を含めた経費を補助対象経費とする。

（注７）宿泊費は補助対象上限額を１１，０００円／泊とする。
